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○ 実務指針 

不動産鑑定士及び不動産鑑定業者が、鑑定評価等実務を行うにあたり指針

とすべきものとして、本会が公表するものであり、鑑定評価を活用する関係

者の参考資料としての位置づけも有する（鑑定評価書の利用者が、その適正

さを確認するための指針としても利用できるものとする。鑑定評価を行う際

には、原則として準拠するものとし、準拠できない場合又は他の方法に拠る

場合には、その根拠を明示する）。 

 

○ 研究報告 

本会が実務指針に関連する事項として検討した内容及び資料等の研究報

告であり、不動産鑑定士及び不動産鑑定業者が、鑑定評価実務を行うにあた

り参考となるものである。 

 

本書は、上記「研究報告」に該当します。 
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Ⅰ．目 的 

 

福島第一原子力発電所事故（以下、「原発事故」という。）が発生してから約 2 年

半が経過し、国の除染計画や市町村による復興計画の策定、国や県等による各種支

援策の整備、「ステップ 2 の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関

する基本的考え方及び今後の検討課題について（平成 23 年 12 月 26 日 原子力災

害対策本部）」に基づき、避難指示区域が見直されるなど、避難指示の解除に向けた

取り組みが進められている。 

このような状況下、公共事業の用地取得に係る損失補償等のための土地評価の要

請も出始めており、不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を担当する専門職業家とし

てこの要請に備える必要がある。 

また、避難指示区域の不動産市場が極めて低調であることから、市場から直接的

に価格を導き出すことに制約はあるが、想定される合理的な市場の参加者の価値判

断を推定するために必要な価格形成要因の分析が可能となる状況が整いつつある。 

本運用指針は、避難指示区域における不動産の価格等調査という社会的要請に備

えるべく、すでに発表している「東日本大震災の被災地における不動産の価格等調

査のための運用指針（No1）」（以下、「運用指針（No1）」という。）の補足として、

その考え方や留意事項をとりまとめたものである。 
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Ⅱ．補足事項 

 

運用指針（No1）p.2「Ⅱ．鑑定評価にあたっての留意点」について 

避難指示区域においては、不動産市場が極めて低調であることから、市場性の把

握にあたっては慎重に検討する必要がある。 

特に、避難指示区域に所在する不動産の価格等調査は、避難指示区域解除時点や

その後の復旧・復興過程等、価格形成要因に関する予測が中心となることから、価

格時点において、想定される市場参加者の観点から当該予測の妥当性を十分説明す

る必要がある。 

 

運用指針（No1）p.3「1．対象不動産の確定及び確認」－「⑴物的確定及び確認に

あたっての留意点」－「① 法令等により立入りが禁止、あるいは制限されている

区域」について 

運用指針（No1）作成以降、原子力災害対策特別措置法に基づき各地方公共団体

の長に対して指示している区域の見直しが行われており、「ステップ 2 の完了を受

けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題

について（平成 23 年 12 月 26 日付 原子力災害対策本部）」に基づく見直し後の区

域は次のとおりである。 

 

a. 避難指示解除準備区域 

避難指示区域のうち、年間積算線量が 20 ミリシーベルト以下となることが確

実であると確認された地域。 

主要道路における通過交通、住民の一時的な帰宅（ただし、宿泊は禁止）、公

益を目的とした立入り、復旧・復興に不可欠な事業の再開、居住者を対象としな

い事業の再開、営農・営林の再開、上記の諸活動に付随する事業の実施のための

立入りなどが認められる注1。 

 

b. 居住制限区域 

                                                
注1 避難指示解除準備区域において許容される活動の内容は、「避難指示区域内にご自宅・事業所のあ

る皆様へ（平成 25 年 3 月改訂版 原子力被災者生活支援チーム）」を参照。なお、今後も適宜見直

される可能性があるので、価格等調査に当たっては最新の内容を確認する必要がある。  
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避難指示区域のうち、年間積算線量が 20 ミリシーベルトを超えるおそれがあ

り、住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難を継続することを求める

地域。 

基本的に、従来の計画的避難区域と同様の運用が行われ、原則、住民の避難が

求められるが、例外的に主要道路の通過、住民の一時的な帰宅（ただし、宿泊は

禁止）、公共目的の立入りなどが認められる注2。 

 

c. 帰還困難区域 

避難指示区域のうち、5 年間注3を経過してもなお、年間積算線量が 20 ミリシー

ベルトを下回らないおそれのある、現時点で年間積算線量が 50 ミリシーベルト

超の地域。 

同区域は将来にわたって居住を制限することを原則とし、同区域の設定は 5 年

間固定する。 

 

なお、避難指示区域への立入り調査を行うに当たっては、「東日本大震災により

生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射

線障害防止規則」（平成 23 年 厚生労働省令第 152 号）等に準拠して調査を行うこ

とが求められる。 

 

運用指針（No1）p.3「1．対象不動産の確定及び確認」－「⑵権利の態様の確定及

び確認にあたっての留意点」について 

罹災都市借地借家臨時処理法の適用の有無について、国土交通省及び法務省は、

平成 23 年 9 月 30 日付で、東日本大震災については、同法が適用される災害及び地

区として政令による指定をしないと発表している。 

 

運用指針（No1）p.5「2．地域要因又は個別的要因についての想定上の条件等」に

ついて 

p.2「運用指針（No1）p.2「Ⅱ．鑑定評価にあたっての留意点」について」でも

述べたように、依頼により、除染の範囲や時期、避難指示の解除時期、その後の復

                                                
注2 注 1（p.2）参照。 
注3 5 年間の起点は明示されていないが、平成 23 年 12 月 26 日付でとりまとめられた「ステップ 2

の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題につ

いて」によると、「来年の 3 月末を一つの目途に、新たな避難指示区域を設定することを目指す」

とされており、これに基づくと起点は、平成 24 年 3 月末時点となる。 
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旧・復興過程等について想定上の条件を設定する場合には、実現性、合法性、鑑定

評価書の利用者の利益を害するおそれがないか等の観点から妥当なものであるか、

特に慎重に判断する必要がある。 

 

運用指針（No1）p.7「3．地域分析及び個別分析」－「⑴地域分析」「①地域要因の

把握」－「a．被災状況及び復旧状況等の確認」－「⒣その他地域の状況に応じて

必要と判断される事項（大気中の放射能検出の程度が価格形成に影響を与えている

と明確に判断される場合は当該内容等）」について 

原発事故による被災地域について、特に留意すべき価格形成要因は、次のとおり

である。 

ア 避難指示解除まで 

・ 避難指示解除前の利用可能性 

・ 避難指示解除に向けた除染・インフラ整備の時期、内容 

・ 避難指示解除時期 

イ 避難指示解除後～復旧・復興まで 

・ 住民の帰還、事業所の再開、人口の動向、企業の進出等の見込み 

・ 広域インフラ（鉄道、国道等）等の復旧・復興の見込み 

・ 放射性物質による環境の汚染に起因する快適性や収益性の低下 

 

運用指針（No1）p.9「3．地域分析及び個別分析」－「⑵個別分析」「①個別的要因

の把握」－「a．土地に関する個別的要因」－「⒣建物等が貸家であった場合、あ

るいは震災前に借地権付建物であった場合は、罹災都市借地借家臨時処理法の適用

の有無」について 

罹災都市借地借家臨時処理法の適用の有無について、国土交通省及び法務省は、

平成 23 年 9 月 30 日付で、東日本大震災については、同法が適用される災害及び地

区として政令による指定をしないと発表している。 

 

運用指針（No1）p.9「3．地域分析及び個別分析」－「⑵個別分析」「①個別的要因

の把握」－「b．建物に関する個別的要因」について 

避難指示区域については、立入制限により建物の適切な管理が困難で、維持管理

の状態が低下している建物が多い。避難指示区域内の建物の評価にあたっては、維

持管理の状態の低下に伴う減価を適切に反映する必要がある。 
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運用指針（No1）p.11「4．価格を求める鑑定評価手法の適用」－「⑴取引事例比較

法の適用」について 

 

■ 運用指針（No1）の語句の読み替え 

・ 「震災」を「原発事故等」に読み替える。 

・ 「震災地域格差修正（率）」を「原発事故等格差修正（率）」に読み替える。 

 

■ 原発事故等格差修正（率）とは 

運用指針（No1）と同様の概念であり、原発事故のみ、あるいは原発事故を含

む災害が発生したことに起因する価格形成要因（地域要因）の変化による土地価

格の変動を修正する手順を「原発事故等格差修正」と呼び、修正するための率を

「原発事故等格差修正率」と定義する。 

原発事故等格差修正率は、震災地域格差修正率と同様に、基本的には、原発事

故等により失われた価格形成要因の機能や効用の復旧・復興過程に対応した修正

率として求められる。 

原発事故等格差修正率は、原発事故等に係る地域要因の変化に起因するもので

あり、対象不動産が所在する近隣地域内の同種別の土地に一様に当てはまる修正

率である。 

取引
事例
価格

事情
補正

時点修正
建付減価
の補正

事例地の
個別的要
因の標準
化補正

地域要因
の比較

原発事故等格差修正

個別的要因の比
較（個別的に生じ
た被災状況及び
復旧状況を含む）

※ 原発事故等前の取引事例を採用する場合は、100 となる

×
100

原発等事故前
における地域
要因格差率

取引時点における事例の所在
する近隣地域の原発事故等
格差修正率　※
（修正率＝１00±増減価率）

100
×

100
×

100
×

価格時点における近隣地域の
原発事故等格差修正率
（修正率＝１00±増減価率）

100
×

100
×

原発事故等が
ないとした場
合の一般地価
変動率

×

 

① 事例の収集及び選択 

対象不動産が所在する近隣地域の標準的使用及び対象不動産（土地）の最有効

使用は、復旧・復興後に想定される標準的使用及び最有効使用に規定される。復

旧・復興後の最有効使用等は、通常は原発事故等前のものと同じ場合が多いが、

社会・経済情勢の変化に係る予測や実現可能性が高い復興計画等により、原発事
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故等前の最有効使用等と異なる場合がある。そして、このような考慮の下に判定

した最有効使用等を前提とした同一需給圏内の類似地域から取引事例を収集す

る必要がある。このとき、避難指示区域においては、不動産市場が極めて低調で

あることから、同一需給圏の範囲を時間的（避難指示前後）・空間的（避難指示

区域外の周辺地域を含む範囲）に広く捉えることが必要となる場合がある。 

 

（取引事例の収集範囲） 

・ 原発事故等前の同一需給圏内の類似地域 

・ 同一需給圏を避難指示区域の周辺地域を含めて把握した場合の、当該周辺地

域 

採用する事例を選択するにあたっては、時点修正、事情補正、地域要因の比較

及び個別的要因の比較が可能で、当該事例の所在する地域の原発事故等格差修正

率を適確に把握できる類似性の高い事例を選択する必要がある。 

 

② 事情補正 

運用指針（No1）と同じ。 

 

③ 時点修正 

原発事故等格差修正率の考え方を適用する場合の時点修正率は、原発事故等に

よる価格形成要因の変化による地価変動が全て原発事故等格差修正率に含まれ

ていることから、原発事故等の影響がないものとした場合の地価変動率（一般地

価変動率）である。 

原発事故等がないとした場合の一般地価変動率は、次の変動率を参考に求める

ことができる。 

・ 対象不動産が所在する近隣地域の原発事故等前の地価変動に、原発事故等以

後の原発事故等の影響をないものとした社会・経済の変動を考慮して求めた原

発事故等後の地価変動率 

・ 同一需給圏を広域的に捉え、原発事故等の影響を左程受けていない類似地域

における原発事故等後の地価変動率 

  なお、原発事故等の影響を左程受けていない類似地域は、原発被災地からの

移転需要が集中して地価が上昇する可能性があることから、類似地域における

原発事故後の地価変動率がいかなる要因によりもたらされているのかを分析
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した上で、事例の時点修正率を決定しなければならない。 

類似地域における地価上昇の主たる部分が原発被災地からの移転需要であ

る場合、類似地域の地価変動率を時点修正率として採用するのは適切ではない。 

 

④ 地域要因の比較及び個別的要因の比較 

地域要因の比較は、原発事故等による価格形成要因の変化による地価変動は全

て原発事故等格差修正に含まれていることから、基本的には原発事故等前におけ

る地域要因の比較となる。原発事故等前の地域要因は、公的土地評価を含む各種

要因資料、地元精通者への聴聞、役所への調査等により慎重に把握する必要があ

る。 

 

⑤ 原発事故等格差修正 

a. 適用対象地域 

原子力災害対策特別措置法に基づく避難指示区域（「避難指示解除準備区域」、

「居住制限区域」、「帰還困難区域」）等注4である。 

b. 原発事故等格差修正率の計算方法 

原発事故等格差修正率の計算方法は、基本的には震災地域格差修正率の計算

方法と同じである。 

運用指針（No1）では、複数の震災地域格差修正率の計算方法注5が示されて

いるが、原発事故等格差修正率では、避難指示区域の立入制限やその後の復

                                                
注4 避難指示区域の周辺地域で復旧・復興過程にある地域についても原発事故等格差修正の考え方が

有用な場合がある。 

避難指示区域の周辺地域において原発事故等後の実際の地価変動が適正に把握できる場合は、下

記の方法により当該地域の原発事故等格差修正率の推定ができることから、上記「b．原発事故等

格差修正率の計算方法」により査定した原発事故等格差修正率と比較検討して当該地域の原発事故

等格差修正率を決定することが望ましい。また、周辺地域における原発事故等格差修正率が、避難

指示区域内の地域の原発事故等格差修正率の参考となる。  

事例が所在する地域の 

原発事故等格差修正率 

（増減価率） 

＝ 
原発事故等発生時点から取引 

時点までの実際の地価変動率 
－ 

原発事故等発生時点から取引時点

までの原発事故等がないとした 

場合の一般地価変動率 

 
注5 運用指針（No1）p.14 では、震災地域格差修正率の計算方法として次の 2 つの方法が示されてい

る。 

・ 『東日本大震災の被災地における平成 23 年都道府県地価調査実施のための運用指針』平成 23

年 6 月 ㈳日本不動産鑑定協会 

・ 『不動産調査 №381（2011 年 7 月号）』「東日本大震災に関する土地評価（震災が地域要因に

及ぼす影響）｣平成 23 年 6 月 ㈶日本不動産研究所 
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旧・復興過程を直接的に表現できる地価公示運用指針注6の方法に基づき、原発

事故等格差修正率の計算方法と留意点を説明する。 

避難指示区域内の宅地地域を例に、時間の経過に伴い変化する土地の効用の

推移を p.8 に示した。 

土地の価値は、各時点の効用を価格時点まで期間割引きして求めた現在価値

の総和として求められる。 

そして原発事故等格差修正率は、原発事故等がないとした場合の土地の効用

の現在価値の総和に対する、原発事故等の影響を受けた土地の効用の現在価値

の総和の割合から（格差修正率 ＝ 100 ± 増減価率）として求められる。 

原発事故等の影響を受けた土地の効用の推移の特徴は、次のとおりである。 

・ 避難指示解除時点までは立入りが制限され、効用が低くなる。注7 

・ 避難指示区域における原発事故等に係るインフラ等の復旧開始時期が地

震や津波被災のみの場合と比較して遅れる（除染がある程度進まないと復旧

工事に着手できないため）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
注6 上記注 5 の地価調査運用指針から展開・更新されている『東日本大震災の被災地における平成 24

年地価公示実施のための運用指針』平成 24 年 7 月 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 
注7 避難指示が解除されても、社会・経済的に土地の本来的な最有効使用が実現できない場合もある。

この場合、当該時期までは、暫定的利用の程度に応じた低い効用水準に留まることに留意する必要

がある。 
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１．震災（地震、津波、液状化等で、原発事故を除く災害）地域格差修正率の考え方（イメージ）

効用　Ｕ

震災がないとした場合の効用＝Ｕo(ｔ)

0

価格時点 復興完了時点

原発事故等がないとした場合の効用＝Ｕo(ｔ)

0

経過時間　ｔ

△Ｕ(t)

　△Ｕ(t)

経過時間　ｔ

Ｕ(t)

２．原発事故等格差修正率の考え方（イメージ）

1-(1)

効用　Ｕ

1-(1)

1-(2)

2-(1)と2-(2)

価格時点 インフラ復旧
開始時点

避難指示
解除時点

1-(2)

原発事故等
発生時点

インフラ復旧開始時点
＝震災発生時

Ｕ(t)

復興完了時点

2-(1)と2-(2)

 

原発事故等 

格差要因の 

分   類 

（p.10 参照） 

1. 原発事故等による被害を背景とした需給の変化等に係る増減価要因  

1－⑴ 一定期間のうちに消滅する増減価として処理しない要因  

1－⑵ 一定期間のうちに消滅する増減価として処理する要因  

2. 復旧・復興までの効用の増減価要因 

2－⑴ 都市機能に係る増減価要因 

2－⑵ 近隣地域に係る増減価要因 

３.震災と原発被害が重複する場合の考え方（イメージ） 
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Ｐ０：原発事故等がないとした場合の土地の価値

＝（価格時点における原発事故等がないとした場合の効用　Ｕ0(0)）／Ｒ

∞

Ｕ（ｔ）：ｔ時点の効用（名目）

ｔ＝1 Ｒ　：価格時点における原発事故等が

Ｒ　：ないとした場合の還元利回り
r　：割引率

Σ （1＋ｒ）ｔ
Ｐ　：原発事故等後の土地の価値 ＝

原発事故等格差修正率＝（１00±増減価率）＝Ｐ／Ｐ０

Ｕ（ｔ）

 

※1  原発事故等格差修正率を査定する際の「割引率」及び収益還元法における「基本利率」につい

ては、避難指示解除時点やその後の復興過程等の予測に関する不確実性（リスクプレミアム）を

反映させる。 

「割引率（基本利率）」＝「通常時の収益還元法の割引率（基本利率）」＋「復興過程等の予測に

関する不確実性（リスクプレミアム）」 

※2  還元利回りと割引率は、（還元利回り ＝ 割引率 － 効用の変動率）の関係にある。 

※3 原発事故と震災被害が重複する地域で避難指示解除時点までにインフラが復旧していないと予

測される場合は、震災地域格差と原発事故等格差の効用曲線のうち低い方の値がその地域の効用

曲線となる。 

このように、対象不動産が所在する近隣地域の効用の推移を予測することが

できれば、原発事故等格差修正率が計算できることになる。効用の推移を予測

するためには、価格時点において、少なくとも次の項目を予測する必要がある。

この予測は、価格時点における市場参加者の視点に即したものであることに留

意する必要がある。 

○時点・期間 ○各時点の効用水準 ○利回り水準 

・避難指示解除に向けた除染、

インフラ復旧の時期 

・避難指示解除前 ・割引率（＝基本利率） 

・避難指示解除時点 ・避難指示解除時点 ・価格時点における原発事故等

がないとした場合の還元利回り 

・復興期間 ・復興完了時点 ・復興完了時点の還元利回り 

c. 原発事故等による需要減退等震災後遺症・市場の需給動向の扱い 

地価公示運用指針において、⑴一定期間のうちに消滅する増減価として処理

しない場合と、⑵一定期間のうちに消滅する増減価として処理する場合に区分

して処理するように展開・更新されており、原発事故等格差修正（率）も同様

である。 

d. 価格形成要因として考慮すべき要因 

原発事故等格差修正で考慮すべき主な要因を p.10 に示した。 

原発事故等格差修正において考慮していない地域要因については、原発事故

等により影響を受けなかったことになるので、復興過程で新たに生起すること

が予測される地域要因を含めて、原発事故等によって変化する地域要因は網羅
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的に取り上げる必要がある。 

なお、効用の増価となる要因については、その実現性等について特に慎重に

判断する必要がある。 

1. ⑴ ・ 震災による購買力の低下等が引き起こす
需要の減退

・

・ 津波による浸水地域における心理的要因
による需要の減退

⑵ ・ 津波の被害が大きな地区の周辺における
被災の程度が低い地区（高台など）に対
する移転需要

・ 液状化により顕在化した軟弱な地盤の地
区に対する需要の減退

2. ⑴
①

② 建物等都市機能への影響　※1 地域経済力の低下

③ 港湾機能（住宅・商業）の低下

⑵ ・ 放射能による健康被害への懸念

・ 放射能による事業利益の低下（収益の減
少、費用の増加）

① 土地利用被害（浸水・液状化・地盤沈下）
※1 土壌被害

② 建築制限区域、震災復興促進区域等

・ 避難指示区域（帰還困難区域、居住制限
区域、避難指示解除準備区域）の設定に
よる立入等制限

③ 道路の状態（損壊・液状化・地盤沈下）
※1 農道の被害

④ 周辺建物の状態　※1 最寄り集落の被害

⑤ 水道の被害
※1 灌漑排水施設の被害

⑥ 電気の被害

⑦ 下水の被害

⑧ 港湾関係（工業のみ）の低下

⑨ 擁壁等の崩落

3. 割引率
・ 基本利率 原発事故等がないとした場合の基本利率

・ リスクプレミアム ・ 復旧・復興期間の予測に関する不確実性
・ 避難指示解除時期、避難指示解除後の

復興過程の予測に関する不確実性

―       ※2

―

―       ※2

―       ※2

一定期間のうちに消
滅する増減価として
処理しない要因

一定期間のうちに消
滅する増減価として
処理する要因

都市機能に係る増減
価要因

近隣地域に係る増減
価要因

原発事故等による被
害を背景とした需給の
変化等に係る増減価
要因
（原発事故等によって
生じる同一需給圏内
の不動産市場におけ
る需給の変化等によ
る増減価）

復旧・復興までの効用
の増減価要因

原発事故等格差修正率に係る主な要因

避難指示解除後の人口や企業の増減
等、土地の需給関係の変化（需要の増
減、供給の増減）による効用の増減

鉄道の被害（広域交通網）　※1 出荷的集荷地（農業用倉庫等）の被害

―       ※2

地価公示運用指針の震災地域格差修正率に
係る主な要因

 

※1 農地の場合の要因 

※2 避難指示解除時点において必要なインフラの復旧が概ね完了していることから、価格形成要因

から除外する。 

・  平成 23 年 12 月 26 日付「ステップ 2 の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに

関する基本的考え方及び今後の検討課題について（原子力災害対策本部）」によると、避難指示

解除準備区域の基本的な考え方については次のとおりである。  

（ⅰ）現在の避難指示区域のうち、年間積算線量 20 ミリシーベルト以下となることが確実であ

ることが確認された地域を「避難指示解除準備区域」に設定する。同区域は、当面の間は、

引き続き避難指示が継続されることとなるが、除染、インフラ復旧、雇用対策など復旧・復

興のための支援策を迅速に実施し、住民の一日でも早い帰還を目指す区域である。 
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（ⅱ）電気、ガス、上下水道、主要交通網、通信など日常生活に必須なインフラや医療・介護・

郵便などの生活関連サービスがおおむね復旧し、子どもの生活環境を中心とする除染作業が

十分に進捗した段階で、県、市町村、住民との十分な協議を踏まえ、避難指示を解除する。

…… 

・  平成 23 年 11 月 11 日付「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖震に伴う原

子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染へ対処に関する特別措置法基

本方針」によると、『……4．土壌等の除染措置に関する基本的事項 ⑴基本的な考え方……農

用地や森林が多く含まれている。農用地における土壌等の除染等の措置については、農業生産

を再開できる条件を回復させるという点を配慮するものとする』とされており、遅くとも避難

指示解除時点において、農地については、除染が終わり、農業の再生産が可能な状態まで国に

よって復旧されているものとする。 

e. 原発事故等格差修正率の決定 

原発事故等格差修正率の決定に当たっては、p.9 に示す計算方法で求めた原

発事故等格差修正率を重要な指標とし、想定される市場参加者の視点に立って

再吟味を行い、地価形成に係る知見、先行して行われた津波被災地等における

類似評価で採用されている震災地域格差修正率、周辺地域の地価動向等を総合

的に考慮して決定する必要がある。 

 

なお、原発事故と震災被害が重複する地域において、避難指示解除時点まで

にインフラの復旧が完了しない地域の原発事故等格差修正率は、避難指示解除

時点における震災地域格差率を予測し、これに価格時点から避難指示解除時点

までの期間に応じた複利現価率を乗じた値とすることも考えられる。  

 

運用指針（No1）p.17「4．価格を求める鑑定評価手法の適用」－「⑵原価法の適用」 

 

1） 更地に係る原価法の適用 

原価法が適用できる場合は限られるが、避難指示区域においては避難指示解除

まで立入りが制限されることから、基本的には避難指示解除時点での再調達原価

が対象不動産の価格と代替競争関係を有することになり、避難指示解除時点にお

ける土地の積算価格（土地の再調達原価（＝ 素地価格 ＋ 造成費等）×（1 － 減

価修正率））に価格時点までの期間割引きを行って求めることになる。  

土地の積算価格 ＝ 
避難指示解除時点に 

おける土地の積算価格 
× 

価格時点から避難指示解除 

時点までの期間に対応した 

複利現価率 

なお、避難指示解除後は土地造成が可能であるが、避難指示解除時点と社会・

経済的に最適な再調達（土地造成）時期とが一致しない場合は、当該最適な再調
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達時期における積算価格がベースとなる。 

 

2） 建物及びその敷地に係る原価法の適用 

建物及びその敷地に係る原価法の適用方法は下記のとおりである。 

土地の最有効使用及び土地建物一体の最有効使用の実現時点は、避難指示解除

時点と同時期の場合が通常と考えられるが、復興の状況によっては最有効使用の

実現時点と避難指示解除時点とが一致しない場合も考えられる。この場合は、避

難指示解除時点を最有効使用の実現時点に置き換えて適切に適用する必要があ

る注8。 

 

① 土地価格（更地としての価格） 

価格時点における土地の再調達原価を、取引事例比較法、土地残余法、開発

法等を適用して求めた更地価格に発注者が直接負担すべき通常の附帯費用を

加算して求め、必要に応じ減価修正を行う。 

 

② 建物価格 

避難指示区域においては避難指示が解除されるまでは建物利用は困難であ

るから、避難指示解除時点までの利用制約や維持管理の状態の低下等を適切に

反映することが必要となる。再調達原価の査定、減価修正に際しての留意事項

は次のとおりである。 

a. 再調達原価 

価格時点の再調達原価を求める。 

b. 減価修正 

減価修正は、価格時点において行うが、将来時点である避難指示解除時点

の状況（経過年数、経済的残存耐用年数、破損等）を考慮すべきであること

に留意する必要がある。 

その場合、まず、避難指示解除時点において予想される減価に基づいて減

価修正を行って、避難指示解除時点における建物の積算価格を求めたうえで、

これを複利現価で割引く方法も考えられる。 

ただし、避難指示解除時点における建物の積算価格を価格時点に割引くに

                                                
注8 p.13「参考：建物及びその敷地に係る原価法の適用のその他の考え方」においても同様である。  
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あたっては、避難指示解除時点の遅延リスクや減価修正が過小となることに

よるリスク等を適正に反映する必要がある。 

価格時点における 

建物価格 
＝ 

避難指示解除時点における 

建物の積算価格 
× 

価格時点から避難指示解除 

時点までの期間に対応した 

複利現価率 

 

避難指示解除時点 

における 

建物の積算価格 

＝ 
価格時点における 

建物の再調達原価 
× 

避難指示解除時点の状況 

における減価修正 

 

（新築直後の建物の効用）

0

経過時間　ｔ

この部分の効用の現価の総和
が建物の積算価格に該当

原発事故等
発生

効用　Ｕ（ｔ）

価格時点 インフラ復旧
開始時点

避難指示
解除時点

新築時点
経済的残存
耐用年数
満了

復興完了時点

 

③ 土地建物一体の市場性 

上記①・②に加え、土地建物一体の市場性による修正が必要と判断される場

合において、当該市場性の判定時点は、上記②と同様に、建物利用が可能とな

る避難指示解除時点となる。 

避難指示解除時点前でも暫定利用ができるような立地にある土地について

は、建物が存することにより当該暫定利用ができないことによる機会損失を土

地建物一体の市場性に反映させる必要がある。 

 

④ 建物及びその敷地の積算価格の試算 

建物及びその敷地の 

積算価格 
＝ 

価格時点における 

（①＋②）×③ 

 

参考：建物及びその敷地に係る原価法の適用のその他の考え方 

避難指示解除時点における土地建物一体の積算価格を求め、当該積算価格を 
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価格時点まで期間割引きして求める考え方もある。 

① 避難指示解除時点における土地価格（更地としての価格） 

避難指示解除時点までの一般地価変動率に加え、避難指示解除時点におけ

る地域要因や原発事故等格差修正率に基づく価格であることに留意する必

要がある。 

② 避難指示解除時点における建物価格 

再調達原価、減価修正ともに避難指示解除時点で把握する。 

③ 避難指示解除時点における土地建物一体の市場性 

避難指示解除時点における土地建物一体の市場性の基本的な考え方は、2）

③と同様であるが、下記④の割引率の査定において考慮する各種のリスクに

ついて、土地建物一体の市場性において重複して勘案することがないように

留意する必要がある。 

④ 建物及びその敷地の積算価格の試算 

③で求めた避難指示解除時点の積算価格を、価格時点までの複利現価で割

引くことにより、価格時点の積算価格を求める。 

なお、この場合の割引率の査定に当たっては、2）②「建物価格」で記載

した、避難指示解除時点の遅延リスクや減価修正が過小となることによるリ

スク等を織り込む必要がある。 

建物及びその敷地の 

積算価格 
＝ 

避難指示解除時点における 

（①＋②）×③ 
× 

価格時点から避難指示解除 

時点までの期間に対応した 

複利現価率 
 

 

3） 建物の取り壊しが最有効使用の場合 

建物の取り壊しによる最有効使用の実現時期は、避難指示解除時点後であるこ

とに留意する必要がある。 

 

運用指針（No1）p.18「4．価格を求める鑑定評価手法の適用」－「⑶収益還元法の

適用」について 

 

① 更地に係る土地残余法の適用 

避難指示区域内の更地について、最有効使用の賃貸用建物の建築を想定して土

地残余法を適用する場合、下記の点に留意する必要がある。 
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更地の収益価格 ＝ 
建築待機期間経過時点 

における収益価格 
× 

建築待機期間（価格時点から 

想定建築時期）に対応した 

複利現価率 

a. 建築待機期間（想定建築時期） 

避難指示解除後は建物の建築が可能であるが、住民の帰還や事業所の再開等

による賃貸市場の回復予測により、最適な建築時期が左右されることに留意す

る必要がある。 

b. 純収益の査定 

・ 建築待機期間経過時点の賃貸市場における純収益の予測、その後の社会・

経済の復興に伴う純収益の変動予測を適切に反映する必要がある。 

・ 建築待機期間において、避難指示区域の解除前や解除後の暫定利用の可否

及び当該暫定利用に基づく純収益を適切に反映する必要がある。 

・ 純収益の予測に当たっては、原発事故等格差修正率を査定したときに採用

した復興シナリオとの整合性に留意する必要がある。 

c. 基本利率の判断 

上記 b．で想定した純収益の実現リスクを適切に反映すること。この場合、

建築待機期間の長短、建築待機期間経過後の純収益に係る想定シナリオの実現

性の程度により、基本利率を構成するリスクプレミアムが変動することに留意

する必要がある。 

d. その他 

建築待機期間における暫定利用や建物想定建築時期以降の純収益が顕著に

変動することが予測されるときは、DCF 法（開発賃貸型）の適用が望ましい場

合がある。 

DCF法による収益価格 

（開発賃貸型） 
＝ 

純収益が安定的になるまで

の毎期の土地に帰属する 

純収益の現価の合計 

＋ 

安定的になる時点における当該 

安定的な純収益を前提とする 

土地残余法による復帰価格の現価 

 

② 建物及びその敷地に係る収益還元法の適用 

避難指示区域解除後は建物利用が可能であることから、基本的には、避難指示

解除時点の収益価格（避難指示解除後の建物及びその敷地が生み出す純収益の現

在価値の総和）に避難指示解除時点までの期間に対応した複利現価率を乗じて求

める。 
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建物及びその敷地の 

収益価格 
＝ 

避難指示解除時点における

収益価格 
× 

価格時点から避難指示解除時点 

までの期間に対応した複利現価率 

 

地震や津波による建物等の損傷は、その後の避難に伴う維持管理水準の低下に

より拡大していることが予想され、その修復に必要な修繕費あるいは資本的支出

を、費用計上や採用する利回りの判断にあたって考慮する必要がある。  

また、建物及びその敷地に係る原価法の適用の場合と同様に、避難指示解除時

点が直ちに土地建物一体としての最有効使用が実現可能な時期とならない場合

があることに留意する必要がある。 

なお、土地残余法の適用の場合と同様に、避難指示解除時点以降の純収益が顕

著に変動することが予測されるときは、DCF 法の適用が望ましい場合がある。 

DCF法による収益価格 ＝ 
純収益が安定的になるまで

の純収益の現価の合計 
× 

安定的になる時点における 

当該純収益を還元利回りで 

還元して求めた復帰価格の現価 

 

運用指針（No1）p.19「4．価格を求める鑑定評価手法の適用」－「⑷開発法の適用」

について 

避難指示解除後は開発の想定が可能であるが、社会・経済的には住民の帰還や事

業所の再開等よる分譲市場の回復予測により、最適な開発時期の想定が左右される

ことに留意する必要がある。 

販売収入は、原発事故等の前後の同一需給圏内における取引事例を採用し、価格

時点から想定販売時期までの一般地価変動と想定販売時期における地域要因（原発

事故等格差修正率を含む。）の比較を行って査定する必要がある。 

 

運用指針（No1）p.19「5．鑑定評価額の決定」について 

避難指示区域における不動産の価格等調査においては、特に、避難指示解除や復

興のシナリオ等について鑑定評価の手法間の整合性に留意する必要がある。 

なお、土地価格については地価公示等との均衡を図る必要があるが、均衡を図る

べき地価公示等を選択する場合の留意点は、p.5 に示した「①事例の収集及び選択」

において記載した留意点と同様である。 
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